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新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政

令（令和二年政令第六十号）により、新型コロナウイルス感染症について、新たに準

用することとされた感染症予防法の規定と、参照条文（斜字は読替え） 

 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

(平成十年十月二日) 

(法律第百十四号) 

 (生活の用に供される水の使用制限等) 

第三十一条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症【新型コロナウイ

ルス感染症】の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、

当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水につい

て、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきこと

を命ずることができる。 

2 市町村は、都道府県知事が前項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制

限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示

に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しなけ

ればならない。 

 

(建物に係る措置) 

第三十二条 都道府県知事は、一類感染症【新型コロナウイルス感染症】の病原体に汚染

され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要

があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。 

2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症【新型コロナウイルス感染

症】のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、

政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建

物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることがで

きる。 

(平一一法一六〇・一部改正) 

＜政令＞ 

(建物に係る措置の基準) 
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第八条 法第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 一類感染症の建物【新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコ 

ロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下単に「新型コ

ロナウイルス感染症」という。）の建物】の外部へのまん延を防止することができるよう、

当該一類感染症【当該新型コロナウイルス感染症】の発生の状況、当該措置を実施する建物

の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。 

二 法第三十二条第二項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に

支障をきたさない方法で行うこと。 

(平一九政四四・旧第四条繰下) 

 

(交通の制限又は遮断) 

第三十三条 都道府県知事は、一類感染症【新型コロナウイルス感染症】のまん延を防止

するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める

基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感

染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断する

ことができる。 

＜政令＞ 

(交通の制限又は遮断の基準) 

第九条 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 一類感染症【新型コロナウイルス感染症】の広範囲の地域にわたるまん延を防止するこ

とができるよう、当該一類感染症【新型コロナウイルス感染症】の発生の状況、当該措置

を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。 

二 法第三十三条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、

速やかに当該措置を解除すること。 

三 当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。 

(平一九政四四・旧第五条繰下・一部改正) 

 

(新型インフルエンザ等感染症の発生及び【新型コロナウイルス感染症について】実施す

る措置等に関する情報の公表) 

第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたとき
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は、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症【新型コロナウ

イルス感染症】について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、病原体であるウ

イルスの血清亜型及び検査方法【検査方法】、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方

法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延

の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しな

ければならない。 

2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。 

3 略  

(平二〇法三〇・追加) 

 

(感染を防止するための協力) 

第四十四条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症【新型コロナウイルス感

染症】のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところ

により、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染

症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について

報告を求めることができる。 

2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症【新型コロナウイルス感染症】のまん延

を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の

規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居

宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要

な協力を求めることができる。 

3 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければな

らない。 

4 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、

日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項に

おいて「食事の提供等」という。)に努めなければならない。 

5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の

提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することが

できる。 

(平二〇法三〇・追加) 
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(新型インフルエンザ等感染症【新型コロナウイルス感染症】に係る経過の報告) 

第四十四条の五 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症【新型コロナウイルス感

染症】に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚

生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。 

2 前項の規定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染症【新型コロナウイルス感染症】

に関し、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施

させた場合について準用する。 

(平二〇法三〇・追加、平二六法一一五・一部改正) 

 

 

＜罰則規定＞ 

第七十三条 医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の

所見がある者を含む。次条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は

当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

2 第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令に

よって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される

場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に

基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間

が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)を含む。)による届

出の受理、第十四条の二第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場

合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に

よる検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第七条第一項の規定に基

づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適

用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第七条第一項の規定に基づく政令

によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項

の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症

の病原体の検査、第十五条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及

び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の

二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定

による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第
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一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく

政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第一項若しくは第二項の

規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定

が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規

定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第三項若しく

は第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第七条第一項の規定に基づく政

令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用され

る場合を含む。)、第二十六条の四第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用

される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ

く政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第五項の規定による検

体の検査、第十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五

十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しく

は第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条におい

て準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づ

く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用

される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若し

くは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及

び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による

検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される

場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規

定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によ

って適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条

第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しく

は第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び

第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検

体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合

を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に

基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって

適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定によ

り実施される場合を含む。)、第二十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用

される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
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第二十八条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四

第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一

項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)及

び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条

若しくは第三十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用

される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)

若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第七

条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基

づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適

用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施

される場合を含む。)、第四十四条の三第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって

準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項の規定による報告、第四十四条の

三第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第

五十条の二第二項の規定による協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定

(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若し

くは第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定

による食事の提供等又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事し

た公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理

由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。 

3 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくそ

の秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。 

(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・旧第六十七条繰下・一部改正、平

二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正) 

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第一項若しくは第四項又は同条第六項において準用する同条第一項の規定

(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)に

よる届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかった医師 

二 第十三条第一項又は同条第五項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が

第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしな

かった獣医師 

三 第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による当該職員の質問に対
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して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を

拒み、妨げ若しくは忌避した者 

四 第十八条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五

十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知

を受けた者であって第十八条第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用さ

れる場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)

の規定に違反した者 

五 第二十七条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第

五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第

一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一

項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく

政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の

規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第

五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条

第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第七条第一項の

規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令

によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用され

る場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命

令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者 

六 第三十条第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五

十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一

項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反した者 

七 第三十五条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四

十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項

の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七

項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の

質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第七条第一項の規定に

基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によっ

て適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合

を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第

三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者 
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八 第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第

七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定

に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入した者 

九 第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入した者 

(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・旧第六十九条繰下・一部改正、平

二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正) 

 


